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平成 29 年 8 月 24 日（木）猛暑の中、参加者 22 名で埼玉県内の大小の発電施設やリサ

イクル施設を見学してきました。 

 

オリックス資源循環株式会社を見学 

報告：村木 勉氏 

埼玉県寄居町にある彩の国資源循環工場の一つオリックス資源循環株式会社を見学させ

ていただきました。オリックス資源循環㈱は埼玉県が敷地を有料で提供してオリックス資

源循環が施設を建設・運営して 20 年間で事業終了

後に施設を解体して敷地を返却する事業だそうで

す。到着後バスを降りたときにかすかに生ゴミの匂

いがあり、隣の敷地には生ゴミをリサイクルする施

設があったのでその影響があったと思った。施設内

で施設案内ビデオで説明を受けました。 

通常、物を燃やすと灰と煙が出ますがこの施設は

出ないと言うことでした。だから焼却施設には必ず

あるという煙突がありません。 
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ゴミを２０００℃という高温ですべてを溶かしてスラグにして建設資材の材料に使った

り、排ガスは色々な薬品処理をして燃料用ガスとしてガスエンジンを動かして発電する施

設です。２０００℃という高温にする燃料は高濃度の酸素だけだということでした。 

物が燃えるには酸素が必要と子供の頃、教えられましたが今

になってホントなんだって思いました。 

物を燃やして残る物は灰ぐらいと思っていましたが、この施

設で焼却して出来る物は灰はスラグ、メタル、排ガスを洗浄、

精製処理等をして電気、燃料ガス、工業塩、硫黄、水、アンモ

ニア水、金属水酸化物と９つの副産物が生まれます。そしてす

べて再資源化できることがすばらしい施設と思いました。ただ

再資源化物を作るには施設維持費が高額みたいで、その施設が

2 系列ありランニングコストが大変だなと思いました。 

最後に施設の方に期間延長は考えているかお聞きした所、県

と相談していると言う事でした。こんなにすばらしい施設を 20

年で終わらしてしまうのはもったいないと感じました。 

このような素晴らしい研修会に参加させていただき関係者の方々に感謝いたします。 

 

ツネイシカムテックス埼玉株式会社を視察しました。  

私は産業廃棄物処理業を営んでいる、株式会社ワイエムエコフューチャーで従事している

松村周憲と申します。この度、ＮＰＯ法人埼玉エコ・リサイクル連絡会施設研修会に初め

て参加をしました。  

ツネイシカムテックス埼玉株式会社は焼却灰を

焼成するという素晴らしい技術と方法で事業を

行っています。  

焼却灰はゴミを燃やして燃え残った「カス」とも

言える処理の結果と考えます。  

みなさんが日常生活する「衣・食・住」の過程に

おいても少なからずゴミ「廃棄物」が発生します。

そのゴミをどのように処理して行けば我々の生

活環境への影響を悪化させることがないか、方法

として幾つかの選択肢があります。  

我々の生活から発生するゴミの中でも最も厄介なものは生ゴミです。ご存じのとおり、生
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       お問合せ ☎０４８－９６３－６０５５    不動産・商業登記全般 

ゴミは時間の経過と共に腐敗し、悪臭が発生して更に害虫の発生まで引き起こす原因とな

ります。  

上記の様な悪い結果を招かない方法として焼却処理が必要となりました。  

冒頭に述べたゴミの燃え残った「カス」、いわゆる焼却灰は埋めて処理する方法が主流で

あった時代から、近年、幾つかのリサイクル方法が生み出されました。  

この度、ツネイシカムテックス埼玉株式会社では焼却灰を高温で焼成処理し、灰に含まれ

る重金属類の揮発分離・不溶化を行い、ダイオキシン類の無害化まで行っています。  

ゴミ「廃棄物」は生活から排出されるゴミ「一般廃棄物」だけではなく、産業活動から発

生・排出されるゴミ「産業廃棄物」があり、それらの焼却割合は相当量に及んでいます。  

その結果、焼却処理から発生する焼却灰の発生量は年々増え続けています。  

焼却灰の無害化リサイクルの一つとしてツネイシカムテッ

クス埼玉株式会社では焼却灰を焼成して粉砕後、人工砂と

して生まれ変わる技術で建設資材（下層路盤材）、ヒート

アイランド対策資材、雑草抑制資材、水質改善用資材とし

て幅広く活用されています。  

視察後の感想としては本当に素晴らしい事業を進められていると実感しました。  

ツネイシカムテックス埼玉株式会社の皆様、ありがとうございました。 

 

小川町風土活用センターの生ゴミ資源化の取り組みについて 

                           運営委員  瀨田 惠之 

＜小川町の概要＞ 

・小川町は、人口；３万７０００人小川町は埼玉県のほぼ中央に位置し、外秩父山系の山々

に囲まれた町で、都心から６０ｋｍ圏にある豊かな自然と里山風景を残すとともに、古き

歴史を有する「武蔵

の小京都」と称され

ている。恵まれた自

然を生かした手漉き

和紙、建具、酒作り

などの地場産業は、

貴重な伝統産業とし

て継承されている。

農業面では、稲作、

畑作が中心で、経営耕地面積は、田が２３４ha、畑が１９８ha、町内の農家数は、平成７

年で１０６２戸となっている。 
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・一方小川町は、「自然エネルギー」と共に「有機農業」の盛んな町としても全国的に知

られている。これらの「有機農家」では、約１５年前から有機物（家畜糞尿や生ゴミ類）

を利用したバイオマスエネルギーの活用に取り組んでいる。 

・なお、小川町全体での家庭ゴミは１６００トン発生し、焼却処分量全体の３０％を占め

ている。 

＜生ゴミ資源化（バイオマスエネルギー）への取り組みの経緯＞ 

・平成８年に有機農家とエネルギーの専

門家が中心となり「小川町自然エネルギ

ー研究会」が発足し、その後、平成１４

年にＮＰＯ法人格を取得し、特定非営利

活動法人「小川町風土活用センター（Ｎ

ＰＯふうど）」が設立された。 

・平成１１年から小川町では、環境基本

計画の策定に取り組み、その計画策定の

中で一般公募により委員４１名が環境テ

ーマごとに分科会に分かれて討議を進め

た。その中の「ごみの減量・循環型社会」

の検討グループで、「一般家庭ゴミが排

出する生ゴミも分別すれば、バイオガスプラントでバイオガスと液肥に変えられ、有効利

用できるのでないか」という町民提案があり「町のアクションプラン」（実証実験）とし

て当分科会委員が中心に取り組み始めることになった。 

 

＜実証実験と協力世帯の拡大＞ 

第一段階 

・実証実験として、平成１３年、「小川町自然エネルギー研究会」（ＮＰＯふうどの前身）

が５ｍ３のバイオマスプラントを設置し、「東小川団地（戸建て約１４００戸）の１４世

帯から排出される生ゴミを利用して生ゴミの資源化を開始した。 

第二段階 

・平成１４年９月からは、町の呼びかけにより「みどりが丘団地（戸建て約１４００戸）

の４２世帯が協力世帯として参加することになった。 

・平成１５年２月に小川町では「地域新エネルギービジョン」を策定している。このなか

で「生ゴミの資源化」は重点施策のひとつに位置づけられた。 

第三段階 

・平成１５年４月からは、「東小川団地」で当初の１４世帯から４８世帯に協力世帯が増

加し、現在９３世帯で取り組んでいる。 
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＜あらたな施設の建設＞ 

・平成１３年に建設した施設は、足場パイプとトタン板、合板で作られた簡易施設のため

修繕費、維持費がかさんだため、小川町上横田地区に移転・新設することになった。 

・平成１８年に、２０ｍ３のバイオマスプラントを建設した。・メタン菌よる嫌気発酵を

い、生ゴミを発酵液とガスに変える。約３ヶ月を１サイクルとして、液肥を製造している。 

＜現地での説明内容＞ 

・建設費：全体９００万円（建屋：４５０万円 設備：４５０万円）。４５０万円の融資

を受けたが、全額返済済みである。 

（生ゴミの回収・運搬・投入） 

・近隣の住宅団地の１００軒（東小川団地５０世帯、みどりが丘団地５０世帯）の家庭の

生ゴミを対象として、両団地からの月平均値でそれぞれ約４００kg の生ゴミを回収し資源

化している。学校の給食センターの野菜残渣も活用している。 

・生ゴミ回収協力世帯には、生ゴミ回収用バケツを配布し戸別に回収、また団地内では拠

点回収用バケツを用意している。 

・家庭からの生ゴミは、小川町職員（あるいは委託業者）が回収し、プラントまで運んで

いた。ＮＰＯ風土の会員が生ゴミをプラントに投入している。 

（発酵液の利用方法） 

・発酵液（消化液肥）は、地域の農家は、引き取りに来てもらって、肥料として活用して

もらっている。消化液肥は、２０倍に薄めて使用。野菜(ナス、大豆)畑への追肥として、

活用している。大豆は地元で豆腐の原料として活用、販売されている。 

・以前、誤って、消化液肥を周辺の田に流出して関係農家から怒られたが、稲の生育が非

常に良かったようだ。液肥の効果があったようだ。 

 

（メタンガスの活用） 

・ガスは、発電に利用。今年５月からパルシステム電力に売電している。メタンガスは、

本田技研との協働でエネルギー化の実験を行っている。 

（協力世帯への生ゴミクーポン券配布） 

・協力世帯に、3000 円分の生ゴミクーポン券を配布し、年２回の野菜交換会（小川町農業

祭）にて、地場の野菜と交換してもらっている。 

（生ゴミプラントの特徴） 

・この生ごみプラントは地域分散型プラントであるが、維持管理費が安く液肥も安く提供

できる。また、生ごみプラントは、廃棄物がまったく出ないことが大きな特徴である。 

＜課題＞ 

・いままで、小川町が生ゴミの回収と運搬、ＮＰＯふうどが、生ゴミのプラントへの投入、

プラントの維持・管理を行ってきたが、今後は、ＮＰＯだけで全体運営することになった。 

・原材料（生ゴミ等）を回収・運搬する人の確保が課題である。 
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すなわち「二つの循環の調和」が重要であり、川下だけでなくモノのライフサイクル全体

をとらえる視点が大切である。 

2）環境省「循環型社会形成に向けた意識・行動調査結果」(H29)にみるように、３R 全般

に関する意識が減少傾向にあり、また具体的な３R 行動は、高い行動は高く低い行動

は低いままの状況への対応も考えていかなければならない。                                 

(以上) 

 

 

大村商事株式会社見学会報告                報告：本多 進氏 

会社概要 

大村商事株式会社は「都市型堆肥事業」を

主とする会社である。 

会社の所在：埼玉県志木市下宗岡、埼玉県

朝霞市上内間木の２ケ所 

創業：昭和３３年３月（１９５８年） 

社員数：１２３名（正社員６４名） 

経営理念：地域社会の環境美化、地域社会

から歓迎、立派な社会人として成長 

 

大村商事株式会社の基本理念は（エコアクション２１環境方針）廃棄物の収集運搬および

リサイクルを行う業者として「赤とんぼの棲めるきれいなまちづくり」をモットーに、環

境問題を身近な問題として自覚し、地域環境の美化・保全と地域コミュニティーの向上に

全力で取り組んでいる。 

具体的には、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）等の普及・促進を持続的に行い、

近隣の地域の負荷を軽減することにより、足元から地球規模の環境問題に貢献している企

業である。 

 

以下の３つの柱で地域密着の仕事をしている 

 行政の柱 家庭系一般廃棄物（志木、朝霞市委託） 

 市民の柱 し尿処理、浄化清掃、不用品回収、生前・遺品整理 

 事業の柱 事業系一般廃棄物、産業廃棄物収集運搬（食品・剪定枝・堆肥化リサイクル） 

 

テーマ「都市型堆肥化事業の試行錯誤とその歴史」について 

・一般廃棄物処分許可（志木市・朝霞市） 

・処理量：日量生ごみ２．５ｔ 剪定枝・刈草等２．５ｔ 
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 街を遊ぶ！食べる！極める！

www.townnavi.info/saitama  

         

・事業開始：平成１１年 

・きっかけ：事業系生ごみの焼却処分費を抑えたい。 

・剪定枝破砕機を導入 

・数多くの失敗…… 

 

生ごみ堆肥化の現在の作業の流れ 

剪定枝類破砕・チップ化 → 生ごみジュース化と

チップの攪拌 ０日目 

好気性発酵にて４ケ月  

水分量：約６０％（生ごみ約９０％ 剪定枝類３０

～５０％） 

炭素窒素（Ｃ／Ｎ）比：２０％以下 

（生ごみ１０～２０ 剪定枝３０～８０） 

６０～７０℃発酵温度 

菌は添加せずに戻し堆肥 

（初期発酵：０～３０日） 

（中期発酵：３０～１２０日） 

（フルイがけ） 

袋づめ・配達（指定の場所まで配達） 

  ポリ袋入り、 ２５０ｋｇ袋入り、タル袋入り 

 

失敗と種類の予防 

例えば失敗の種類としては「生ごみ処理」で当初、悪臭で近所からクレーム。ハエの発生。

また、自然発火で消防署の出動など数多くの失敗があった。現在では全て克服されている。 

火事対策 

・刈草や堆肥など３ｍ以上積み上げ、２～３ケ月放置しておくと、自然発火する可能性が

高くなる。 

・２週間に一回程度は切り替えししなければならない。 

ハエ対策 

・生ごみの初期発酵（０～３週間）で特に注意 

・成虫駆除はほとんど効果なし、卵・幼虫対策（ＩＧＲ剤） 成虫は１回５０～１５０個

の卵を産み、約２週間で成虫になる。 

悪臭対策 

・生ごみの初期発酵（０～３週間）で特に注意 

・生ごみのジュースにしてチップに混ぜると、臭気が激減 

http://www.townnavi.info/saitama
http://www.townnavi.info/saitama
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・臭いものにはフタをし、通気性を確保 

過去、色々な会社や事業者等から意見を聞いたが成

功しなかった。自社で研究して今日の事業を継続で

きるレベルになるには数多くの失敗があった。 

 

今日の成功について思うことは 

・易から難へ 

・小から大へ 

・下流から上流へ 

・考から行・行から考 

・情報を線引きして分けること（分かること） 

 

行政に期待すること 

前提、バイオマスリサイクルには試行錯誤が求められる 

・機械に補助金を付けるのではなく、実験の自由・失敗への理解と協力 

・騒音・臭気・振動等の規制は厳しく、土地・近隣の同意などの規制を柔軟に。 

 

市民に期待すること 

・地域市民には、迷惑施設ではなく、必要施設だという意識の見直し 

・一般市民には、リサイクルは下流から上流へ 

・身近な人へのコミュニケーション、３ＲのＰＲ 

Reduce : ごみを少なくすること⇒ごみになるものはもらわない。必要な物しか買わない。  

Reuse : 繰り返して使うこと ⇒使えるものは何度でも使う。要らないものは人に譲る。  

Recycle : 使い終わったものを資源にして新しいものをつくる⇒ごみを出す際に分別を徹

底。 

 

最初にバスの中で大村社長より説明があった。 

生前整理：いつか訪れる人生の最後の日を心安らかに、生前のうちに「物・心・情報」を

整理すること。 

遺品整理：亡くなった方の「遺品」を整理すること。 

生前整理は年齢を重ねるにつれ、物の量は増えやすくなる一方、体力は衰えやすくなり、

整理が難しくなる。そのためにはまず自分達で行う必要がある。整理は以下の 4 つに分け

られる。 

いる：今後必ず使うもの 

いらない：今後も使わないもの 

迷い：いるかどうか迷うもの 

移動：思い出のもので保管したいもの 

遺品整理は業者に依頼する場合のコツは営業の担当者が立ち会ってくれる業者を選定の基

準にするのがベターという説明があった。 
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その水燃やしますか？ 

ごみを知ろう委員会 中澤 啓子 

埼玉エコ・リサイクル連絡会の“ごみを知ろう委員会”では、焼却ごみの内容について

長年に亘って解析を続けてきました。焼却ごみの約半分は水ですが（水を燃やしていると

いう事です）、その他どのようなものが燃やされているのでしょうか？環境省のデータをも

とにして“ごみを知ろう委員会”独自の方法で解析しました。 

 

埼玉県の焼却ごみの内容（平成２７年度） 

環境省の最新データ（平成 27 年度）を解析した結果、

焼却ごみの約 45％が台所からでる生ごみ（ちゅう芥類）

でした。紙や布類が約 30％、ビニールや合成樹脂、ゴ

ム皮革類と木、草、わら類がそれぞれ約 15％でした。（平

均 677ｇの内容 左図） 

台所から出る生ごみには約 80％以上の水が含まれて

いますし、木や草も 50％以上が水分だと考えています。

生ごみや剪定枝などはなるべく焼却せずにコンポスト

で処理したり、できれば少し乾かして焼却ごみに出した

り、また、調理する時には野菜の皮などは濡らさず出し

ていただくと良いのではないでしょうか？また、特別に

広げて干さなくともちょっと袋に入れて風にさらすだ

けで一日も置けば大体半分になります。 下図 

 

ごみの焼却には大量なエネルギーがかかってい

ます。また、上手に燃やすために大変な努力がされ

ています。焼却場も老朽化し建て替えの声の上がっ

ているところもあります。焼却場の建設は莫大な費

用がかかり、また迷惑施設として土地の提供もなか

なか難しいものがありますので、できれば燃やす方

向ではなくリフューズ、リデュース、リユース、リ

サイクル、といった方向で処理し、少なくして行こ

うではありませんか？ 

トレイやペットボトル、紙パックはお店で回収するところが増えています。レジ袋の有

料化などを始めているところも多くなりましたので意識は高まっています。 ごみ全体の

量はなかなか減りませんが、それでも一人あたりの焼却量は、わずかではありますが少な

くなっています。 ご自分が何を出さないようにできるのでしょうか？ 何を焼却するこ

となく再利用できるでしょうか？ いらない物を貰ってきてはいませんか？ ごみの焼却

は処分の方法としては最終手段ですので、その前に考えてみてください。お互い各自の努

力で焼却ごみは確実に減ります。 
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資源循環推進課コーナー 
食品ロス削減のためフードバンク活動を応援します！！ 

 

１ 食品関連事業者から発生する「食品ロス」 

  現在、食品製造業、卸売業や小売業では、販売に関する商習慣や包装の印字ミス、季

節商品の売れ残りなどによる「食品ロス」が発生しています。外食産業を含めると、食品

関連事業者全体で年間約 339 万トンもの「食品ロス」が発生しており、世界全体の食料援

助量（約 320 万トン）に匹敵 するほどの量になります。 

２ フードバンク活動とは 

 この「食品ロス」と呼ばれる、品質には問題ないものの余ってしまった食品を、無料

で譲り受け、福祉施設等に無償で提供するボランティア活動のことをフードバンク活動と

いいます。もともと米国で始まり、すでに約 50 年の歴史がありますが、我が国ではようや

く広がり始めたところで、県内では「フードバンク埼玉」と「フードバンクネット西埼玉」

の 2 団体が活動中です。 

 

 

 

 

 

 

           （出典：農林水産省ホームページ一部改変） 

３ フードバンク活動の支援 

  埼玉県では、食品ロス削減の取組のひとつとして、フードバンク活動を支援するため、

今年度から企業等とフードバンクとのマッチングに着手しました。 

  まず、県内の食品製造事業者約 200 社に食品ロス削減に関する取組やフードバンクに

関するアンケート調査を行いました。そのうち、フードバンク活動に興味があると回答の

あった事業者を訪問し、フードバンク活動について意見交換を行っています。 

 事業者のフードバンク活動への理解を深め、事業者とフードバンクとのマッチングを

行うことで、食品提供のしっかりとした流れを構築しようとする事業です。 

    （事業のイメージ） 

 

 

 

 

 

 事業に当たっては、食品の横流しや食品としての安全性への懸念などの課題もありま

すが、食品ロスの削減のため、少しでも多くの事業者の理解を得らえるよう、積極的に取

り組んでいるところ 

です。 
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報告「地球のためにできること ～生活クラブのエコフェス～」出展 
テーマ：「ボクにもワタシにも楽しくできる！身近なエコ」             

日時：2017年 8月 20日（日）10：30～15：30 場所：川口リリア展示ホール 

 

報告：大前 万寿美 

 生活クラブ組合員ブースの他、木

のおもちゃを生産している酒井産業

さんの木のプールには子供たちがた

くさん集まり、ひのきの手触り香り

を体験していました。NPO法人 JFSA

は古着の回収でパキスタンのスラム

に暮らす子供の自立支援、着物から

アロハシャツなどを現地の人たちに

リフォームしてもらって、生活を支

える活動を紹介していました。 

 エコ・リサは、宮田事務局長と大

前が参加し、カッターシャツや傘布

のリフォームを提案。生ごみコンポストなとも展示し、パネルでは原発地図で省エネの大

切さを伝えました。来場者 180名とのことで、昨年よりは家族連れの参加が多かったので、

来年出店するのであれば子供体験型の展示物も必要と感じました。 

 

 

～下記のイベントにエコ・リサも出展します！！～ 

桜エコ・フェスタ 

  日時：11 月 26 日（日）10：00～16：00 

  会場：桜環境センター環境啓発施設（１、２階、多目的広場、ビオトープ） 

 

 実施目的・趣旨：さいたま市民に対し、桜環境センター（以下センタ－）に親しみを持っ

ていただき、施設の目的である「３R」及び環境に配慮した暮らしへの理解・実践を進める

機会としてフェスタを開催する。環境活動団体等の展示や発表を通して、３R、環境の大切

さを、身近な生活の中で実感できるフェスタとする。併せて環境活動団体の広報、スキル

アップ、多団体との交流につなげるため、活動をまとめた小冊子を作成、来館者に配布す

る。 

主催：桜エコ・フェスタ実行委員会 

（事務局：株式会社エコパークさいたま・株式会社クリーン工房・NPO法人さいたまNPOセ

ンター・NPO法人生態工房） 

内容：・環境活動団体の活動紹介展示・ミニ講座・物販・ワークショップ・パフォーマン

ス 

・参加団体によるプレゼンテーションコンテスト 

・市環境局等関連機関の展示等 



12 

 

 

 

 

 

 

エコ・リサの活動も、2018 年には２５周年を迎えようとしています。 

その記念誌に、会員のエコ・リサにおける活動や取り組みについての寄稿を募集いたしま

す！！今から、構想を練り、ふるってご応募くださるようお願いいたします。 

ご応募は、ホームページ右下の ≫ お問合せ ≪ よりお願いいたします。 

 

 

 

 

 

平成 30年 1月 27日（土） 14時 30分～16時 30分（予定）受講者 50名 

テーマ 「人工香料から身を守ろう」 

 「香害（こうがい）」という言葉もありますが、香りがきっかけで化学物

質過敏症を発症したり、重症化したり、健康被害が相次いでいます。現状と

課題を学ぶ学習会を開催します。  

講師：NPO法人埼玉エコ・リサイクル連絡会 田中輝子さん 

（会場、申込みなど詳細は次号に掲載いたします） 

 
 

 

 

 

 

 

              

 

編集後記：エコ・リサ研修見学会の報告の

エコ・リサ通信 100 号をお届けします。 

いよいよ、エコ・リサの活動も 25 年周年を

迎えます。記念誌には皆さまの、エコ・リ

サと共に行った活動や取り組みをぜひお寄

せください。お待ちしています。轟 涼 


